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奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、

今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地

域において継続して日常生活を営むことを可能とし、加えて、在宅医療提供体制が不十分

なへき地（山村振興法における「振興山村」地域、又は辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特例措置等に関する法律における「辺地」に該当する地域をいう。）等

における介護を要する高齢者等が、住み慣れた地域において安心して在宅療養生活を継

続することを可能とするため、地域密着型サービス（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第１４項に規定する地域密着型サービスをいう。）等、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進することを目的として、市町村及び一部事務組合（以下

「市町村等」という。）又は民間事業者に対し、介護施設等の開設時及び用地確保の際に

要した経費について、奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保

基金管理運営要領（平成 26 年９月 12 日老発 0912 第１号厚生労働省老健局長通知別紙。

以下「管理運営要領」という。）及び奈良県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則

第８号。以下「規則」という。）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の対象） 

第２条  この補助金の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、地域における医療

及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64号）第４条第１項に規

定する都道府県計画に定めるもののうち、次に掲げる事業とする。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

 ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業 

介護施設等の施設開設準備経費支援事業とは、介護施設等の開設時から安定した、質

の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、 

・ 施設等の開設時（改築による再開設時を含む。）や既存施設の増床 

・ 訪問看護ステーションの大規模化（緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲

の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等）やサテライ

ト型事業所の設置 

の際に必要な開設前６ヶ月間の初度経費（設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募

集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費）について県

が民間事業者に補助する事業、県から交付された補助金を財源の全部若しくは一部と

して市町村が民間事業者に補助する事業又は市町村等が設置した介護施設等の開設準

備に要する経費について県が市町村等へ補助する事業をいう。 



2 

 

なお、以下の条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧（再

開設時）」も含まれることとする。この場合、新規開設時に開設準備経費支援事業の

補助を受けている施設等であっても、災害復旧時にあたっては当該事業を再度活用で

きることとする。  

・ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和３７年法律 

第１５０号）第２条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等で 

あること。  

・ 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没す

る等、全壊・大規模半壊・半壊（罹災証明書の交付に係る被害認定による等）し、

かつ、既存施設を休止し、施設を再び開設する場合を目安として、知事がこれと同

程度と認める場合であること。  

・ 施設・事業所単位でみたときに、他の補助金等により設備災害復旧の補助を受け

ていないこと（法人単位でみたときに、他の補助金と組み合わせて補助を受けるこ

とは可能である。）。 

イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事 

 業 

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業

とは、介護施設等において、次表に定める大規模修繕（助成を受けているかは問わな

い。）を実施する際に、管理運営要領別記２の（30）ロの介護テクノロジー導入支援

事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費について県が民間

事業者に補助する事業、県から交付された補助金を財源の全部若しくは一部として市

町村が民間事業者に補助する事業又は市町村等が設置した介護施設等の機器等を導入

する為に必要な経費について県が市町村等へ補助する事業をいう。 

なお、本事業においては、介護ロボット・ＩＣＴ以外の設備整備、職員訓練期間中

の雇上げ（最大６ヶ月間）、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とな

らない。  

また、事業実施にあたっての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和２

年４月 14 日老高発 0414 第１号・老振発 0414 第１号厚生労働省老健局高齢者支援課

長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業）にお

ける「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙１

を準用する。 

整 備 区 分 整 備 内 容 

（１）施設の一部改修 

 

 

 

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要

となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水

工事等施設の改修工事 
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（２）施設の付帯設備の改造 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要

となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備

通信環境設備等付帯設備の改造工事 

（注）一定年数は、おおむね１０年とする 

 

（２）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

定期借地権設定のための一時金の支援事業とは、施設等用地の確保を容易にし、特別

養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して

土地所有者に支払われた一時金（賃料の前払いとして授受されたものに限る。）につい

て、県が民間事業者に補助する事業及び県から交付された補助金を財源の全部又は一

部として市町村が民間事業者に補助する事業をいう。 

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用

地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が

以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。 

・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の

地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。 

・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料

を支払い得る財源が確保されていること。 

・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当

該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。 

さらに、本体施設（特別養護老人ホーム等）を整備する際に、合築・併設施設（定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等）を整備する場合においては、当該敷地につい

ても補助対象とする。 

 

（対象除外） 

第３条  次の各号に掲げる場合は、この要綱に基づく事業の対象としない。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

  ア 既に実施している事業である場合 

イ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定める地方公務員の給与に充てる

場合 

ウ 他の補助制度により当該事業の経費の一部又は全部に補助を受けている事業で

ある場合 

（２）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

  ア 既に実施している事業である場合 

イ 保証金として授受される一時金である場合 

ウ 定期借地権の設定期間が５０年未満の契約に基づき授受される一時金である場
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合 

エ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合 

オ 他の補助制度により当該事業の経費の一部又は全部に補助を受けている事業で

ある場合 

 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の対象となる経費は、第２条に掲げる事業ごとに、次に定める経費（市

町村が補助する事業の場合は、次に定める経費に対する市町村の補助金）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

介護施設等の施設開設準

備経費等支援事業 

 

 

 

介護施設等の施設開

設準備経費支援事業 

特別養護老人ホーム等の円滑な開設

（既存施設の増床を含む。）、また、介

護療養型医療施設等から介護老人保健

施設等への転換の際に必要な需用費、

使用料及び賃借料、備品購入費（備品

設置に伴う工事請負費を含む。）、報

酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、

旅費、役務費、委託料又は工事請負費 

 

 

介護施設等の大規模

修繕の際にあわせて

行う介護ロボット・

ＩＣＴの導入支援事

業 

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の

際にあわせて行う、介護ロボット・Ｉ

ＣＴの導入に必要な経費（令和２年４

月14日老高発0414第１号・老振発0414

第１号厚生労働省老健局高齢者支援課

長・振興課長通知「地域医療介護総合

確保基金（介護従事者の確保に関する

事業）における「管理者等に対する雇

用管理改善方策普及・促進事業」の実

施について」の別紙１を準用する。） 

 

定期借地権設定のための

一時金の支援事業 

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代

の前払いの性格を有するもの（当該一時金の授受により、定期

借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げ

が行われていると認められるもの。） 

 

（交付額の算定） 

第５条  この補助金の交付額は、次の各号により算出された額とする。ただし、補助事業ご

との交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

ア  別表１の第２欄に掲げる対象施設ごとに、第３欄に定める交付基礎単価に第４
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欄に定める単位を乗じて得た額と第５欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

イ  別表１の第１欄に掲げる区分のうち、県が民間事業者に補助する事業（以下「県

補助対象事業」という。）については、アにより得た額を交付額とする。 

ウ  別表１の第１欄に掲げる区分のうち、市町村が県から交付された補助金を財源

の全部又は一部として、民間事業者が実施する事業（以下「市町村補助対象事業」

という。）に対して補助する事業（以下「市町村補助事業」という。）及び市町村

等が設置した介護施設等にかかる経費について県が市町村等へ補助する事業（以

下「市町村等実施事業」という。）については、アにより得た額を第１欄に掲げる

区分ごとに合計し、得た額を交付額とする。 

エ  別表１の第５欄に定める対象経費の支出が複数年度にまたがり、その初年度の

支出についてこの補助金の交付を受けた者については、ア中「第３欄に定める交付

基礎単価に第４欄に定める単位を乗じて得た額」とあるのは「第３欄に定める交付

基礎単価に第４欄に定める単位を乗じて得た額から前年度の決定に基づき交付を

受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。 

（２）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

ア  別表２の第２欄に掲げる対象施設ごとに、第３欄に定める交付基準により算定し

た額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費

から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第５欄に定

める補助率を乗じて得た額を選定する。 

イ  別表２の第１欄に掲げる区分のうち、県補助対象事業については、アにより得た

額を交付額とする。 

ウ  別表２の第１欄に掲げる区分のうち、市町村補助事業については、アにより得た

額を合計し、得た額を交付額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条  この補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を知事が定める期日ま

でに知事に提出しなければならない。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち県補助対象事業 

   ア 施設開設準備経費等補助金交付申請書（第１号様式） 

   イ 施設開設準備経費等補助金所要額調書（別紙１－１） 

   ウ 事業計画書（別紙１－２） 

   エ 介護ロボット等導入計画書（別紙１－３）（ただし、介護施設等の大規模修繕の 

際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に限る。） 

   オ 収支予算（見込）書抄本 
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   カ その他知事が必要と認める書類 

（２）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち市町村等実施事業及び市町村補

助事業 

     ア 施設開設準備経費補助金交付申請書（第２号様式） 

     イ 施設開設準備経費補助金所要額総括表（別紙２－１） 

     ウ 施設開設準備経費補助金所要額調書（別紙２－２） 

     エ 事業計画書（別紙２－３）  

オ 介護ロボット等導入計画書（別紙１－３）（ただし、介護施設等の大規模修繕の 

際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に限る。） 

     カ 歳入歳出予算（見込）書抄本 

     キ その他知事が必要と認める書類   

（３）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

     ア 定期借地権設定のための一時金の支援事業補助金交付申請書（第３号様式） 

     イ その他知事が必要と認める書類 

２ この補助金の交付の申請をしようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請を

するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の

合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕

入控除税額」という。）に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、この

補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第７条  知事は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関

係書類の審査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し通知

するものとする。 

２ 知事は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第２項本文の規定により補助金に

係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたもの

については、審査の上、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を

減額して交付の決定を行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条  この補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）県補助対象事業の場合 
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ア  県補助対象事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な

変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。ただし、介

護施設等の施設開設準備経費等支援事業と定期借地権設定のための一時金の支援

事業との間の経費の配分の変更は承認しないものとする。 

イ  県補助対象事業を中止し、又は廃止する場合（一部の中止、又は廃止を含む。）

には、知事の承認を受けなければならない。 

ウ  県補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

エ  県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械

及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制

限期間（平成 20年７月 11日厚生労働省告示第 384号。以下「厚生労働省告示」と

いう。）に掲げる期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助対象事

業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄して

はならない。 

オ  知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

カ  県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、県補助対

象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その

効率的な運用を図らなければならない。 

キ  県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る

消費税等仕入税額控除が確定した場合は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属

する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければならない。 

なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一

支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部（又は本社、本

所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、当該補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入

控除税額を県に返還しなければならない。 

ク  県補助対象事業を実施する者（以下「県補助対象事業者」という。）は、県補助

対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を県補助対象事業完了の日

（県補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

ケ  県補助対象事業者が県補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びそ

の関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会（社

会福祉法に基づき、共同募金事業を行うことを目的として設置された社会福祉法
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人）に対してなされた指定寄附金を除く。 

コ  県補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する

など、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

サ  県補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の

前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金

のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助対象事業者に返還する旨、定期

借地権契約書に定めなければならない。 

なお、土地所有者より返還があった場合には、知事へ報告しなければならない。 

また、知事に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を県に納付させるこ

とがある。 

シ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業又は定期借地権設定のための一時金

の支援事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

ス  県補助対象事業者がアからシにより付した条件に違反した場合には、この補助

金の全部又は一部を県に納付させることがある。なお、県補助対象事業者がキの後

段により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納付

させるものとする。 

（２）市町村等実施事業の場合 

ア  市町村等実施事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽微

な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。 

イ  市町村等実施事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

ウ  市町村等実施事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難とな

った場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

エ  市町村等実施事業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機

械及び器具については、厚生労働省告示に掲げる期間を経過するまで、知事の承認

を受けないで、この市町村等実施事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

オ  知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

カ  市町村等実施事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市町村

等実施事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

その効率的な運用を図らなければならない。 

キ  市町村等実施事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成する

とともに、市町村等実施事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ

調書及び証拠書類を市町村等実施事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しておかな
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ければならない。 

ク 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業の対象経費と重複して他の補助金等

の交付を受けてはならない。 

ケ  市町村等がアからクにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部

又は一部を県に納付させることがある。 

（３）市町村補助事業の場合 

ア 市町村補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な

変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。 

イ  市町村補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければ

ならない。 

ウ  市町村補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

エ  市町村補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成すると

ともに、市町村補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書

及び証拠書類を市町村補助事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しておかなけれ

ばならない。 

オ  市町村が、市町村補助対象事業に対して県からの補助金を財源の全部又は一部

として補助金を交付する場合には、市町村は市町村補助対象事業を実施する者（以

下「市町村補助対象事業者」という。）に対し次の条件を付さなければならない。 

（ア）市町村補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市

町村長の承認を受けなければならない。ただし、介護施設等の施設開設準備経費

等支援事業と定期借地権設定のための一時金の支援事業との間の経費の配分の

変更は承認しないものとする。 

（イ）市町村補助対象事業を中止し、又は廃止する場合（一部の中止、又は廃止を含

む。）には、市町村長の承認を受けなければならない。 

（ウ）市町村補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は市町村補助対象事

業の遂行が困難となった場合は、速やかに市町村長に報告してその指示を受け

なければならない。 

（エ）市町村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並

びに効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、厚生労働

省告示に掲げる期間を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、この補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃

棄してはならない。 

（オ）市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を市町村等に納付させることがある。 
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（カ）市町村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市町

村補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（キ）市町村補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金

に係る消費税等仕入税額控除が確定した場合は、速やかに、遅くとも補助事業完

了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市町村長に報告しなければなら

ない。 

なお、市町村補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部（又

は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課

税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、当該補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕

入控除税額を市町村に返還しなければならない。 

（ク）市町村補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入

及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を市町村補助

対象事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

（ケ）市町村補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、

寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた

指定寄付金を除く。 

（コ）市町村補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付

するなど、市町村等が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（サ）市町村補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃

料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が

一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である市町村補助対象事業者に返

還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。 

なお、土地所有者より返還があった場合には、市町村長へ報告しなければなら

ない。 

また、市町村長に報告があった場合には、返還額の全部または一部を市町村に

納付させることがある。 

（シ）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業又は定期借地権設定のための一時

金の支援事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

（ス）市町村補助対象事業者が（ア）から（シ）により付した条件に違反した場合に

は、この補助金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。なお、市町村

補助対象事業者が（キ）の後段により付した条件に違反した場合には、この補助

金の全部又は一部を市町村に納付させるものとする。 
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カ  オにより付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらか

じめ知事の承認又は指示を受けなければならない。 

キ  オの（オ）及び（サ）の条件により、市町村補助対象事業者から市町村へ納付が

あった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

ク オの（キ）により当該民間事業者から返還があった場合には、その返還額の全部

又は一部を都道府県に納付させることがある。 

ケ オの（ス）により、市町村補助対象事業者から市町村へ納付があった場合には、

その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 第７条第１項の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規定による交付の決定の通知

を受けた日から 10日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（変更等の申請） 

第 10条 補助事業者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽

微な変更を除く。）を行おうとするときは、次に掲げる書類を知事に提出し、その承認を

受けなければならない。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち県補助対象事業 

   ア 施設開設準備経費等補助金変更承認申請書（第４号様式） 

   イ 施設開設準備経費等補助金所要額調書（別紙３） 

   ウ 事業計画書（別紙１－２） 

エ 介護ロボット等導入計画書（別紙１－３）（ただし、介護施設等の大規模修繕の

際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に限る。） 

   オ 収支予算（見込）書抄本 

   カ その他知事が必要と認める書類 

（２）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち市町村等実施事業及び市町村補

助事業 

   ア 施設開設準備経費補助金変更承認申請書（第５号様式） 

   イ 施設開設準備経費補助金所要額総括表（別紙４－１） 

   ウ 施設開設準備経費補助金所要額調書（別紙４－２） 

   エ 事業計画書（別紙２－３） 

オ 介護ロボット等導入計画書（別紙１－３）（ただし、介護施設等の大規模修繕の

際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に限る。） 

   カ 歳入歳出予算（見込）書抄本 

   キ その他知事が必要と認める書類 
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（３）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

   ア 定期借地権設定のための一時金の支援事業補助金変更承認申請書 

（第６号様式） 

   イ その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない

経費配分の２０パーセント以下の変更とする。 

 

（中止又は廃止の申請） 

第 11条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、奈良

県施設開設準備経費等支援事業（中止・廃止）申請書（第７号様式）を知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

 

（概算払） 

第 12条 知事は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、予

算の範囲内で補助金の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、次に掲げる書類を知事に提

出しなければならない。 

  ア 補助金概算払請求書（第１１号様式） 

   イ その他知事が必要と認める書類 

 

（指示及び検査） 

第 13条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うこ

とができる。 

 

（状況報告） 

第 14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、速やかに知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 15条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して 30日

を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を知事に提出

しなければならない。 

（１）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち県補助対象事業 

   ア 施設開設準備経費等補助金実績報告書（第８号様式） 

   イ 施設開設準備経費等補助金所要額精算書（別紙５－１） 

   ウ 事業完了報告書（別紙５－２） 
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エ 介護ロボット等導入効果報告書（別紙５－３）（ただし、介護施設等の大規模修

繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に限る。） 

   オ 収支決算（見込）書抄本 

   カ その他知事が必要と認める書類 

（２）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち市町村等実施事業及び市町村補

助事業 

   ア 施設開設準備経費補助金実績報告書（第９号様式） 

   イ 施設開設準備経費補助金精算額総括表（別紙６－１） 

   ウ 施設開設準備経費補助金所要額精算書（別紙６－２） 

   エ 事業完了報告書（別紙６－３） 

   オ 歳入歳出決算（見込）書抄本 

   カ その他知事が必要と認める書類 

（３）定期借地権設定のための一時金の支援事業 

   ア 定期借地権設定のための一時金の支援事業補助金実績報告書（第１０号様式） 

   イ その他知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の決定を受けた者は、前項の実績報告を行うに当たって、この補助金に係

る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報

告しなければならない。 

 

（補助金の確定及び交付） 

第 16条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、補

助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第１２条第１項の規定により概算払

をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 17条 第８条（１）のキにおいて、補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消

費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１２号様式）により速やかに、遅くとも補

助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければならな

い。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対し、当該消費税等仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
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（交付決定の取消し等） 

第 18条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 一 第８条の規定により知事が付した条件に違反したとき。 

 二 第 10条の規定に違反したとき。 

 三 第 13条の規定による知事の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若

しくは妨げたとき。 

 四 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、

知事は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（開設の報告） 

第 19 条 第２条（１）アに規定する事業を行った市町村は、この補助金の交付の決定を受

けた施設が開設されたときには、開設日の翌日から起算して３０日以内に、施設開設準備

経費補助施設開設報告書（第１３号様式）により、知事に報告するものとする。 

 

（導入効果の報告） 

第 20 条 第２条（１）イに規定する事業を行った者は、導入後３年間の介護ロボット等の

導入効果等を介護ロボット等導入効果報告書（別紙５－３）により、知事に報告するもの

とする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 21条 規則第 20条第２号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が 30万

円以上（市町村等実施事業においては 50万円以上）の機械及び器具とする。 

２ 規則第 20条ただし書の規定により知事が定める期間は、厚生労働省告示に掲げる期間

とする。 

 

（補則） 

第 22条  補助の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 21年 10月９日から施行し、平成 21年５月２９日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 27年７月 10日から施行し、平成 27年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 28年４月４日から施行し、平成 28年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 11月 18日から施行し、平成 28年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年７月 10日から施行し、平成 30年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年８月２日から施行し、平成 31年度（令和元年度）の補助金から適

用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１６日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１８日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１６日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月２０日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月２８日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月２６日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年１月６日から施行し、令和７年度の補助金から適用する。 
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別表１

３　交付基礎単価 ４　単位 ５　対象経費

・特別養護老人ホーム及び併設されるショート
ステイ用居室

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）

・養護老人ホーム

・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービ
ス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入
居者生活介護の指定を受けるもの）

・訪問看護ステーション（大規模化やサテライト
型事業所の設置）

5,200千円 施設数

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設さ
れるショートステイ用居室

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス（特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又
はサービス付き高齢者向け住宅であって、特
定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 17,400千円 施設数

・小規模な養護老人ホーム 520千円 定員数

・施設内保育施設（地域密着型施設等に設置
するもの）

5,200千円 施設数

　特別養護老人ホーム等
の円滑な開設（既存施設
の増床を含む。）、また、
介護療養型医療施設等
から介護老人保健施設
等への転換の際に必要
な需用費、使用料及び賃
借料、備品購入費（備品
設置に伴う工事請負費を
含む）、報酬、給料、職員
手当等、共済費、賃金、
旅費、役務費、委託料又
は工事請負費。
　これらの経費について
市町村が補助する場合
は、これらの経費に対す
る市町村の補助金。

1,036千円 定員数

市
町
村
補
助
対
象
事
業
・
市
町
村
等
実
施
事
業

定員29名以下の地域密着型施設等の開設準備

1,036千円

定員数
※小規模多
機能型居宅
介護事業所
及び看護小
規模多機能
型居宅介護
事業所にあっ
ては、宿泊定
員数とする。

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業　

１　区分 ２　対象施設

県
補
助
対
象
事
業
・
市
町
村
等
実
施
事
業

定員30名以上の広域型施設等の開設準備
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市
町
村
補
助
対
象
事
業
・
市
町
村
等
実
施
事
業

定員29名以下の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設さ
れるショートステイ用居室

520千円

定員数
※小規模多
機能型居宅
介護事業所
及び看護小
規模多機能
型居宅介護
事業所にあっ
ては、宿泊定
員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス（特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・施設内保育施設（地域密着型施設等に設置
するもの）

2,600千円 施設数

・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又
はサービス付き高齢者向け住宅であって、特
定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8,640千円

特別養護老人ホーム等
の大規模修繕の際にあ
わせて行う、介護ロボッ
ト・ＩＣＴの導入に必要な経
費（令和２年４月14日老
高発0414第１号・老振発
0414第１号厚生労働省
老健局高齢者支援課長・
振興課長通知「地域医療
介護総合確保基金（介護
従事者の確保に関する
事業）における「管理者
等に対する雇用管理改
善方策普及・促進事業」
の実施について」の別紙
１を準用する）。

市町村が補助する場合
は、上記の経費に対する
市町村の補助金。

・特別養護老人ホーム及び併設されるショート
ステイ用居室

520千円 定員数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）

・養護老人ホーム

・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービ
ス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入
居者生活介護の指定を受けるもの）

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

施設数

・小規模な養護老人ホーム 260千円 定員数

県
補
助
対
象
事
業
・
市
町
村
等
実
施
事
業

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援
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別表２

1　区分 ３　交付基準 ４　対象経費 ５　補助率

定員30名以上の広域型施設

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートス
テイ用居室

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定
を受けるもの）

・養護老人ホーム

・施設内保育施設（広域型施設等に設置するも
の）

・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービ
ス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居
者生活介護の指定を受けるもの）

定員29名以下の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設され
るショートステイ用居室

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス（特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な養護老人ホーム

・施設内保育施設（地域密着型施設等に設置す
るもの）

・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又
はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定
施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

定員29名以下の地域密着型施設等

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

　定期借地権設定に際して授
受される一時金であって、借
地代の前払いの性格を有する
もの（当該一時金の授受によ
り、定期借地権設定期間中の
全期間又は一部の期間の地
代の引き下げが行われている
と認められるもの）。
　これらの経費について市町
村が補助する場合は、これら
の経費のうち市町村が必要と
認めた経費。

１／２

市
町
村
補
助
対
象
事
業

【
合
築
・
併
設
施
設

】

定期借地権設定のための一時金の支援事業　

２　対象施設

県
補
助
対
象
事
業

【
本
体
施
設

】

当該施設等を整備する用地に係る国税局
長が定める路線価（路線価が定められて
いない地域においては、固定資産税評価
額に国税局長が定める倍率を乗じた額
等、都道府県知事が定める合理的な方法
による額）の２分の１


